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第Ⅱ編 電気通信設備工事 

第1章 請負工事費の積算 

第1節 総則 

 1-1-2-2 請負工事費の構成 

  図 省略 

注意1 鋼構造製作物費と製作原価をあわせて工場製作費とする。 

注意2 安全費には現場環境改善費を含む。 

注意3 一般管理費等には契約保証補正額を含む。 

第Ⅱ編 電気通信設備工事 

第1章 請負工事費の積算 

第1節 総則 

 1-1-2-2 請負工事費の構成 

  図 省略 

注意1 鋼構造製作物費と製作原価をあわせて工場製作費とする。 

注意2 安全費にはイメージアップ経費を含む。 

注意3 一般管理費等には契約保証補正額を含む。 
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第4節 工事原価 

1-4-1-4 直接経費 

  直接経費は工事を施工するために直接必要とする経費とし，その算定は下記による。 

① 特許使用料 

特許使用料は契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額と

する。 

② 水道光熱電力料 

水道光熱電力料は工事の施工に必要な電力，電灯使用料，用水使用料及び投棄料等とする。ただ

し，これらを支給するときは計上しない。 

③ 機械経費 

機械経費は工事の施工に必要な機械の使用に要する経費（機械損料と機械の運転経費の合計額。

ただし，材料費，労務費を除く。）で，その算定は請負工事機械経費積算要領（「損料表」）に基

づいて積算する。ここで，機械の運転経費とは燃料費，油脂費，運転労務費，消耗部品費及び雑品

費の合計額とする。 

なお，機械損料は基礎価格（購入価格）が10万円以上（税抜き価格）の機械器具を対象とする。

ただし，試験測定機器の損料については，原則として計上しない。 

④ 旅費交通費 

工事現場への派遣に要する技術者等の旅費，交通費は，必要に応じて計上することができる。 

第4節 工事原価

1-4-1-4 直接経費 

  直接経費は工事を施工するために直接必要とする経費とし，その算定は下記による。 

① 特許使用料 

特許使用料は契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額と

する。 

② 水道光熱電力料 

水道光熱電力料は工事の施工に必要な電力，電灯使用料，用水使用料及び投棄料等とする。ただ

し，これらを支給するときは計上しない。 

③ 機械経費 

機械経費は工事の施工に必要な機械の使用に要する経費（機械損料と機械の運転経費の合計額。

ただし，材料費，労務費を除く。）で，その算定は請負工事機械経費積算要領（「損料表」）に基

づいて積算する。ここで，機械の運転経費とは燃料費，油脂費，運転労務費，消耗部品費及び雑品

費の合計額とする。 

なお，機械損料は基礎価格（購入価格）が10万円以上（税抜き価格）の機械器具を対象とする。

また，試験測定機器については試験工等が計上されているとともに仕様書に当該機器の使用が明記

されており，かつ基礎価格（購入価格）が10万円以上（税抜き価格）の場合のみ計上する。  

④ 旅費交通費 

工事現場への派遣に要する技術者等の旅費，交通費は，必要に応じて計上することができる。 
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1-4-2 間接工事費 

1-4-2-1 共通仮設費 

  (1) 共通仮設費の構成及び算定 

ア 共通仮設費は，運搬費，準備費，事業損失防止施設費，安全費，役務費，技術管理費，営繕費よ

り構成される。なお，安全費には現場環境改善費を含む。

イ 共通仮設費は所定の率計算による額と積み上げ計算による額とを加算して求める。 

  (2) 共通仮設費の率分の計算方法 

ア 共通仮設費の率分は次により求め，千円未満を切り捨てる。（千円止め） 

共通仮設費 ＝ 共通仮設費対象額 ×共通仮設費率 × 施工地域を考慮した補正係数 

なお，補正係数を乗じる場合は，共通仮設費率の端数処理後に係数を乗じ，小数点以下第3位を四

捨五入して2位止めとする。 

イ 共通仮設費率は別記の表による。 

ウ 工種区分は原則として河川維持工事とする。 

(3) 共通仮設費対象額 

ア 共通仮設費対象額は次による。 

共通仮設費対象額 ＝ 直接工事費 ＋（支給品費(材料相当) ＋ 無償貸付機械等評価額）＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費に含まれる処分費 － 処分費等控除額 

イ 上記アに関わらず，光ケーブル（材料費）については，共通仮設費の対象としない。 

ウ 処分費等控除額は「処分費等の取り扱い」による。 

エ このほかの費目については，土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

 (4) 共通仮設費率表 

対象額 200万円以下 200万円を超え1億円以下 1億円を超えるもの

適用区分

工種区分 

下記の率とする 

算定式により算出された率とする 

ただし，変数値は下記による 下記の率とする 

Ａ ｂ 

道路維持工事 23.94％ 4,118.1 -0.3548 5.97％ 

河川維持工事 9.05％ 26.8 -0.0748 6.76％ 

注意1 算定式は次のとおりとする。Ｋr＝Ａ×Ｐｂ（Ｋrは共通仮設費率[％]，Ｐは対象額，Ａ，ｂは表の変数値） 

注意2 共通仮設費率(Ｋr)[％]は，小数点以下第3位を四捨五入し，2位止めとする。 

1-4-2 間接工事費 

1-4-2-1 共通仮設費 

 (1) 共通仮設費の構成及び算定 

ア 共通仮設費は，運搬費，準備費，事業損失防止施設費，安全費，役務費，技術管理費，営繕費よ

り構成される。なお，安全費にはイメージアップ経費を含む。

イ 共通仮設費は所定の率計算による額と積み上げ計算による額とを加算して求める。 

(2) 共通仮設費の率分の計算方法 

ア 共通仮設費の率分は次のいずれかにより求め，千円未満を切り捨てる。（千円止め） 

共通仮設費 ＝ 共通仮設費対象額 ×（共通仮設費率 ＋ 施工地域・工事場所による補正値 ＋ 加算補正） 

共通仮設費 ＝ 共通仮設費対象額 ×（共通仮設費率 × 施工地域・工事場所による補正係数 ＋ 加算補正）

イ 共通仮設費率は別記の表による。なお，加算補正は原則として適用しない。

ウ 工種区分は原則として河川維持工事とする。 

 (3) 共通仮設費対象額 

ア 共通仮設費対象額は次による。 

共通仮設費対象額 ＝ 直接工事費 ＋（支給品費(材料相当) ＋ 無償貸付機械等評価額）＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費に含まれる処分費 － 処分費等控除額 

イ 上記アに関わらず，光ケーブル（材料費），LED照明灯具（器具及びモジュール制御装置）（材料

費）については，共通仮設費の対象としない。 

ウ 処分費等控除額は「処分費等の取り扱い」による。 

エ このほかの費目については，土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

 (4) 共通仮設費率表 

対象額 200万円以下 200万円を超え1億円以下 1億円を超えるもの

適用区分

工種区分 

下記の率とする 

算定式により算出された率とする 

ただし，変数値は下記による 下記の率とする 

Ａ ｂ 

道路維持工事 23.94％ 4,118.1 -0.3548 5.97％ 

河川維持工事 9.05％ 26.8 -0.0748 6.76％ 

注意1 算定式は次のとおりとする。Ｋr＝Ａ×Ｐｂ（Ｋrは共通仮設費率[％]，Ｐは対象額，Ａ，ｂは表の変数値） 

注意2 共通仮設費率(Ｋr)[％]は，小数点以下第3位を四捨五入し，2位止めとする。 

注意3 Ｋrの値に施工地域・工事場所を考慮した補正係数を乗じた値は小数点以下第3位を四捨五入し，2位止めと

する。 
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 (5) 施工地域を考慮した共通仮設費率の補正係数 

適用条件 補正

係数

適用

優先施工地域区分 工種区分 対 象 

大都市（1） 

道路維持工事 

東京特別区，横浜市，大阪市の市街地

部が施工箇所に含まれる場合。 
2.0 1 

大都市（2） 

札幌市，仙台市，さいたま市，川口

市，草加市，千葉市，市川市，船橋

市，習志野市，浦安市，八王子市，川

崎市，相模原市，新潟市，静岡市，名

古屋市，京都市，堺市，神戸市，尼崎

市，西宮市，芦屋市，広島市，北九州

市，福岡市の市街地部が施工箇所に含

まれる場合。 

1.5 2 

市街地（DID補正）

（1） 

大都市（1）,（2）の対象以外の市街

地部が施工箇所に含まれる場合。 
1.3 3 

一般交通影響あり

（1） 

全ての工種（※） 

2車線以上（片側1車線以上）かつ交

通量が5,000台/日以上の車線におい

て規制を行う場合。ただし,常時全面

通行止めの場合は対象外とする。 

1.3 4 

一般交通影響あり

（2） 

一般交通影響あり（1）以外の車道に

おいて,規制を伴う場合。（常時通行

止めの場合も含む） 

1.2 5 

市街地（DID補正）

（2） 

市街地（DID補正）

（1）以外（※） 

市街地（DID補正）（1）で適用となる

工種区分以外で,市街地部が施工箇

所に含まれる場合。 

1.2 6 

山間僻地及び離島 全ての工種（※） 

人事院規則における特地勤務手当て

を支給するために指定した地区,及

びこれに準ずる地区。 

1.3 7 

補正なし 全ての工種（※） 上記にあてはまらない場合。 1.0 8 

※ コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない。 

注意1 市街地とは施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。なお，DID地区とは，総務省

統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km２以上でその全体が5,000人以上となっている地域をい

う。 

注意2 適用条件の複数に該当する場合は，適用優先順に従い決定するものとする。

 (5) 施工地域・工事場所を考慮した共通仮設費率の補正値及び補正係数 

施工地域・工事場所区分 
補正値または補正係数 

河川維持工事 道路維持工事 

市街地 補正値 ＋2.0％ 補正係数1.3 

山間僻地及び離島 補正値 ＋1.0％ 

地方部 
施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 補正値 ＋1.5％ 

施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 補正値   0.0％ 

注意1 施工地域の区分は次のとおり。 

  (1) 市街地とは施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。なお，DID地区とは，総務省

統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km２以上でその全体が5,000人以上となっている地域をい

う。 

  (2) 山間僻地及び離島とは施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区，及び，

これに準ずる地域をいう。 

  (3) 地方部とは施工地区が上記以外の地区をいう。 

注意2 施工場所の区分のうち，一般交通等の影響を受ける場合とは，以下のとおりとする。 

① 施工場所において，一般交通の影響を受ける場合 

② 施工場所において，地下埋設物件の影響を受ける場合 

③ 施工場所において，50ｍ以内に人家等が連なっている場合 

注意3 施工地域区分が2つ以上となる場合には，補正値（補正係数）の大きいほうを適用する。 

注意4 補正値，補正係数のどちらも適用できる場合，当該工事の補正については，補正係数を適用する。 

 (6) 共通仮設費の積み上げによる計算方法 

現場条件等を的確に把握することにより必要額を適正に積み上げるものとし，その算定は土木工事

標準積算基準書（土木工事編）による。なお，積み上げ分のうち，現場環境改善費の算定は別記によ

る。 

 (7) その他 

ア 安全対策上，重要な仮設物等については設計図書に明示し，極力指定仮設とする。 

イ 設計変更時における共通仮設費率の補正については，工事区間の延長等により当初計上した補正値に増減が

生じた場合，あるいは当初計上していなかったが，上記条件の変更により補正出来ることとなった場合は設計

変更の対象として処理するものとする。

ウ 本書のほかは土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。

 (6) 大都市を考慮した共通仮設費率の補正 

工種区分が道路維持工事の場合は，大都市を考慮した共通仮設費率の補正を行う。補正係数及びそ

の計算方法等は土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

 (7) 共通仮設費の積み上げによる計算方法 

現場条件等を的確に把握することにより必要額を適正に積み上げるものとし，その算定は土木工事

標準積算基準書（土木工事編）による。なお，積み上げ分のうち，イメージアップ経費の算定は別記

による。 

 (8) その他 

ア 安全対策上，重要な仮設物等については設計図書に明示し，極力指定仮設とする。 

イ 本書のほかは土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 
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1-4-2-2 現場環境改善費

  (1) 現場環境改善費の取り扱い 

ア 現場環境改善費は共通仮設費の安全費（積み上げ分）とする。 

イ 現場環境改善費の内容及び適用の範囲は土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

  (2) 現場環境改善費の計算方法 

現場環境改善費の積算は，以下による。なお，標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし，特

別な内容を実施する場合は積み上げ計算とする。 

Ｋ[円] ＝ i[％] × Ｐi[円] ＋ α[円] 

Ｋ ： 現場環境改善費（1,000円未満切り捨て） 

ｉ ： 現場環境改善費率（小数第3位四捨五入，2位止め） 

Ｐi： 対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお，対象額が5 億円を超える場合は5 億円とする。

α ： 積み上げ計上分（1,000円未満切り捨て） 

注意1 αに計上するものは，費用が巨額になるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断され

るものとする。 

注意2 1,000円未満の切り捨ては，各工種の金額合計に対して行う。 

(3) 現場環境改善費率 

対象額(Ｐi) 

現場環境改善費率(ｉ) 

施工地域区分 

大都市（1）（2）・ 

市街地 
左記以外 

5億円以下 ｉ[％]＝56.6×Ｐi-0.174 ｉ[％]＝39.9×Ｐi-0.201

5億円を超える場合 1.73％ 0.71％ 

注意1 ｉ，Ｐiは「現場環境改善費の計算方法」による。  

 (4) その他 

本書のほかは土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

1-4-2-2 イメージアップ経費

  (1) イメージアップ経費の取り扱い 

ア イメージアップ経費は共通仮設費の安全費（積み上げ分）とする。 

イ イメージアップ経費の内容及び適用の範囲は土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

  (2) イメージアップ経費の計算方法 

イメージアップ経費の積算は，以下による。なお，標準的なイメージアップを行う場合は率計上と

し，特別なイメージアップを行う場合は積み上げ計算とする。 

Ｋ[円] ＝ i[％] × Ｐi[円] ＋ α[円] 

Ｋ ： イメージアップに要する費用（1,000円未満切り捨て） 

ｉ ： イメージアップ費率（小数第3位四捨五入，2位止め） 

Ｐi： 対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額） 

α ： 積み上げ計上分（1,000円未満切り捨て） 

注意1 αに計上するものは，費用が巨額になるためイメージアップ率分で行うことが適当でないと判断され

るものとする。 

注意2 1,000円未満の切り捨ては，各工種の金額合計に対して行う。 

(3) イメージアップ費率 

対象額(Ｐi) 

イメージアップ費率(ｉ) 

地方部 市街地 

5億円以下 ｉ[％]＝11.0×Ｐi-0.138 ｉ[％]＝11.0×Ｐi-0.138＋1.5

5億円を超える場合 0.69％ 2.19％ 

注意1 ｉ，Ｐiは「イメージアップ経費の計算方法」による。  

 (4) その他 

本書のほかは土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 
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 1-4-2-3 現場管理費 

  (1) 現場管理費の内容及び算定 

ア 現場管理費の内容は土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。

イ 現場管理費は所定の率計算により求める。 

  (2) 現場管理費の計算方法 

ア 現場管理費は次により求め，千円未満を切り捨てる。（千円止め） 

現場管理費 ＝ 現場管理費対象額 ×（現場管理費率 ×施工地域を考慮した補正係数＋ 加算補

正） 

なお，補正係数を乗じる場合は，現場管理費率の端数処理後に係数を乗じ，小数点以下第3位を四

捨五入して2位止めとする。 

イ 現場管理費率は別記の表より求める。なお，加算補正は原則として適用しない。 

ウ 工種区分は原則として河川維持工事とする。 

(3) 現場管理費対象額 

ア 現場管理費対象額は次による。 

現場管理費対象額 ＝ 純工事費 ＋（支給品費(材料相当) ＋ 無償貸付機械等評価額）－ 処分費等控除額 

イ 処分費等控除額は「処分費等の取り扱い」による。 

ウ このほかの費目については，土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

 (4) 現場管理費率表 

対象額 200万円以下 200万円を超え1億円以下 1億円を超えるもの

適用区分

工種区分 

下記の率とする 

算定式により算出された率とする 

ただし，変数値は下記による 下記の率とする 

Ａ ｂ 

道路維持工事 58.61％ 605.1 -0.1609 31.23％ 

河川維持工事 41.28％ 166.7 -0.0962 28.34％ 

注意1 算定式は次のとおりとする。Ｊo＝Ａ×Ｎpｂ(Ｊoは現場管理費率[％]，Ｎpは対象額，Ａ，ｂは表の変数値) 

注意2 現場管理費率(Ｊo)[％]は，小数点以下第3位を四捨五入し，2位止めとする。 

1-4-2-3 現場管理費 

  (1) 現場管理費の内容及び算定 

ア 現場管理費の内容は土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。

イ 現場管理費は所定の率計算により求める。 

  (2) 現場管理費の計算方法 

ア 現場管理費は次のいずれかにより求め，千円未満を切り捨てる。（千円止め） 

現場管理費 ＝ 現場管理費対象額 ×（現場管理費率 ＋ 施工地域・工事場所による補正値 ＋ 加算補正） 

現場管理費 ＝ 現場管理費対象額 ×（現場管理費率 × 施工地域・工事場所による補正係数 ＋ 加算補正）

イ 現場管理費率は別記の表より求める。なお，加算補正は原則として適用しない。 

ウ 工種区分は原則として河川維持工事とする。 

(3) 現場管理費対象額 

ア 現場管理費対象額は次による。 

現場管理費対象額 ＝ 純工事費 ＋（支給品費(材料相当) ＋ 無償貸付機械等評価額）－ 処分費等控除額 

イ 処分費等控除額は「処分費等の取り扱い」による。 

ウ このほかの費目については，土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

 (4) 現場管理費率表 

対象額 200万円以下 200万円を超え1億円以下 1億円を超えるもの

適用区分

工種区分 

下記の率とする 

算定式により算出された率とする 

ただし，変数値は下記による 下記の率とする 

Ａ ｂ 

道路維持工事 58.61％ 605.1 -0.1609 31.23％ 

河川維持工事 41.28％ 166.7 -0.0962 28.34％ 

注意1 算定式は次のとおりとする。Ｊo＝Ａ×Ｎpｂ(Ｊoは現場管理費率[％]，Ｎpは対象額，Ａ，ｂは表の変数値) 

注意2 現場管理費率(Ｊo)[％]は，小数点以下第3位を四捨五入し，2位止めとする。 

注意3 Ｊoの値に施工地域・工事場所を考慮した補正係数を乗じた値は小数点以下第3位を四捨五入し，2位止めと

する。 
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 (5) 施工地域を考慮した現場管理費率の補正係数 

適用条件 補正

係数

適用

優先施工地域区分 工種区分 対 象 

大都市（1）,（2）

道路維持工事 

札幌市，仙台市，さいたま市，川口

市，草加市，千葉市，市川市，船橋

市，習志野市，浦安市，東京特別区，

八王子市，横浜市，川崎市，相模原

市，新潟市，静岡市，名古屋市，京都

市，大阪市，堺市，神戸市，尼崎市，

西宮市，芦屋市，広島市，北九州市，

福岡市の市街地部が施工箇所に含まれ

る場合。 

1.2 1 

市街地（DID補正）

（1） 

大都市（1）,（2）の対象以外の市街

地部が施工箇所に含まれる場合。 
1.1 2 

一般交通影響あり

（1） 

全ての工種（※） 

2車線以上（片側1車線以上）かつ交

通量が5,000台/日以上の車線におい

て規制を行う場合。ただし,常時全面

通行止めの場合は対象外とする。 

1.1 3 

一般交通影響あり

（2） 

一般交通影響あり（1）以外の車道に

おいて,規制を伴う場合。（常時通行

止めの場合も含む） 

1.1 4 

市街地（DID補正）

（2） 

市街地（DID補正）

（1）以外（※） 

市街地（DID補正）（1）で適用となる

工種区分以外で,市街地部が施工箇

所に含まれる場合。 

1.1 5 

山間僻地及び離島 全ての工種（※） 

人事院規則における特地勤務手当て

を支給するために指定した地区,及

びこれに準ずる地区。 

1.0 6 

補正なし 全ての工種（※） 上記にあてはまらない場合。 1.0 7 

※ コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない。 

注意1 市街地とは施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。なお，DID地区とは，総務省

統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km２以上でその全体が5,000人以上となっている地域をい

う。 

注意2 適用条件の複数に該当する場合は，適用優先順によるが，共通仮設費で決定した施工地域区分と同じものを

適用すること。 

（削除） 

 (6) その他 

ア 設計変更時における現場管理費率の補正については，工事区間の延長,工期の延長短縮等により当初計上し

た補正値に増減が生じた場合，あるいは当初計上していなかったが，上記条件の変更により補正出来ること

となった場合は設計変更の対象として処理するものとする。 

イ 本書のほかは土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

 (5) 施工地域・工事場所を考慮した現場管理費率の補正値及び補正係数

施工地域・工事場所区分 
補正値または補正係数 

河川維持工事 道路維持工事 

市街地 補正値 ＋1.5％ 補正係数1.1 

山間僻地及び離島 補正値 ＋0.5％ 

地方部 
施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 補正値 ＋1.0％ 

施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 補正値   0.0％ 

注意1 施工地域の区分及び施工場所の区分は「施工地域・工事場所を考慮した共通仮設費率の補正値及び補正係数」

による。 

注意2 施工地域区分が2つ以上となる場合には，補正値（補正係数）の大きいほうを適用する。 

注意3 補正値，補正係数のどちらも適用できる場合，当該工事の補正については，補正係数を適用する。 

 (6) 大都市を考慮した共通仮設費率の補正 

工種区分が道路維持工事の場合は，大都市を考慮した共通仮設費率の補正を行う。補正係数及びそ

の計算方法等は土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 

 (7) その他 

本書のほかは土木工事標準積算基準書（土木工事編）による。 
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第5節 一般管理費等 

1-5-2 各経費の項目別対照表 

1-5-2-1 間接工事費等の項目別対照表 

間接工事費等 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 

対象額

項目 
直接工事費 

純工事費 

（直接工事費＋共通仮設費）

工事原価 

（純工事費＋現場管理費＋機器間接費）

工場修理費 × × × 

盤内改造費 × × × 

機器単体費 × × × 

鋼構造製作物費 × × ○ 

製作原価 × × ○ 

材料費(光ケーブル) × ○ ○ 

技術者間接費 × × ○ 

機器管理費 × × ○ 

中止期間中の現場維持費等 × × ○ 

支給品費(機器相当) × × × 

支給品費(材料相当) ○ ○ × 

注意1 ○は対象とするもの，×は対象としないものを表す。 

注意2 支給品費（機器相当）は，機器単体費に相当するする資材を支給する場合に適用する。 

第2章 標準歩掛 

第4節 試験・調整関係

以下、省略 

第5節 一般管理費等 

1-5-2 各経費の項目別対照表 

1-5-2-1 間接工事費等の項目別対照表 

間接工事費等 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 

対象額

項目 
直接工事費 

純工事費 

（直接工事費＋共通仮設費）

工事原価 

（純工事費＋現場管理費＋機器間接費）

工場修理費 × × × 

盤内改造費 × × × 

機器単体費 × × × 

鋼構造製作物費 × × ○ 

製作原価 × × ○ 

材料費(光ケーブル等) × ○ ○ 

技術者間接費 × × ○ 

機器管理費 × × ○ 

中止期間中の現場維持費等 × × ○ 

支給品費(機器相当) × × × 

支給品費(材料相当) ○ ○ × 

注意1 ○は対象とするもの，×は対象としないものを表す。 

注意2 「材料費（光ケーブル等）」は光ケーブル及びLED照明灯具（器具及びモジュール制御装置）とする。 

注意3 支給品費（機器相当）は，機器単体費に相当するする資材を支給する場合に適用する。 

第2章 標準歩掛 

第4節 標準歩掛（試験・調整関係）

以下、省略 
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第Ⅲ編 機械設備工事 

第1章 請負工事費の積算 

第4節 据付工事原価

1-4-1-5 直接経費 

  直接経費は工事を施工するために直接必要とする経費とし，その算定は下記による。 

① 特許使用料 

特許使用料は契約に基づき使用する特許の使用料とする。 

② 水道光熱電力料 

水道光熱電力料は工事の施工に必要な電力，電灯使用料，用水使用料とする。ただし，これらを

支給するときは計上しない。 

③ 機械経費 

機械経費は工事の施工に必要な機械の使用に要する経費で，機械損料と機械の運転経費の合計額

とし，その算定は請負工事機械経費積算要領（「損料表」）または「建設機械等賃料積算基準」等

に基づいて積算する。ここで，機械の運転経費とは燃料費，油脂費，運転労務費，消耗部品費及び

雑品費の合計額とする。 

なお，機械損料は基礎価格（購入価格）が10万円以上（税抜き価格）の機械器具を対象とする。

ただし，試験測定機器の損料については，原則として計上しない。 

④ 試運転経費 

試運転経費は特に必要と認められる総合試運転等に要する費用とする。 

⑤ 特別経費 

特別経費は特に必要と認められる費用とする。 

第Ⅲ編 機械設備工事 

第1章 請負工事費の積算 

第4節 据付工事原価

1-4-1-5 直接経費 

  直接経費は工事を施工するために直接必要とする経費とし，その算定は下記による。 

① 特許使用料 

特許使用料は契約に基づき使用する特許の使用料とする。 

② 水道光熱電力料 

水道光熱電力料は工事の施工に必要な電力，電灯使用料，用水使用料とする。ただし，これらを

支給するときは計上しない。 

③ 機械経費 

機械経費は工事の施工に必要な機械の使用に要する経費で，機械損料と機械の運転経費の合計額

とし，その算定は請負工事機械経費積算要領（「損料表」）または「建設機械等賃料積算基準」等

に基づいて積算する。ここで，機械の運転経費とは燃料費，油脂費，運転労務費，消耗部品費及び

雑品費の合計額とする。 

なお，機械損料は基礎価格（購入価格）が10万円以上（税抜き価格）の機械器具を対象とする。

また，試験測定機器については試験工等が計上されているとともに仕様書に当該機器の使用が明記

されており，かつ基礎価格（購入価格）が10万円以上（税抜き価格）の場合のみ計上する。  

④ 試運転経費 

試運転経費は特に必要と認められる総合試運転等に要する費用とする。 

⑤ 特別経費 

特別経費は特に必要と認められる費用とする。 
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1-4-2 間接工事費 

1-4-2-1 共通仮設費 

  (1) 共通仮設費の構成及び算定 

ア 共通仮設費は，運搬費，準備費，事業損失防止施設費，安全費，役務費，技術管理費，営繕費よ

り構成される。

イ 共通仮設費は所定の率計算による額と積み上げ計算による額とを加算して求める。 

  (2) 共通仮設費の率分の計算方法 

ア 共通仮設費の率分は次により求め，千円未満を切り捨てる。（千円止め） 

共通仮設費 ＝ 共通仮設費対象額 ×共通仮設費率 × 施工地域を考慮した補正係数 

なお，補正係数を乗じる場合は，共通仮設費率の端数処理後に係数を乗じ，小数点以下第3位を四

捨五入して2位止めとする。 

   イ 共通仮設費率は別記の表による。 

ウ 工種区分は工事名にとらわれることなく，工事内容によって適切に選定する。複数の工種区分を

一括発注する場合は原則として共通仮設費対象額が最も大きい工種区分を適用する。

エ 付属設備や補機のみを対象とした工事の場合は当該付属設備や補機が属する主体設備の工種区分

による。塗装のみの場合は塗装対象設備の工種区分による。

(3) 共通仮設費対象額 

ア 共通仮設費対象額は次による。 

共通仮設費対象額 ＝ 直接工事費 ＋（支給品費(材料相当) ＋ 無償貸付機械等評価額）＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費に含まれる処分費 － 処分費等控除額 

イ 無償機械貸付評価額及び支給品費は直接工事費，事業損失防止施設費に含まれるものを対象とす

る。 

ウ 処分費等控除額は「処分費等の取り扱い」による。 

エ このほかの費目については，土木工事標準積算基準書（機械編）による。 

 (4) 共通仮設費率表 

  現行のとおり 

1-4-2 間接工事費 

1-4-2-1 共通仮設費 

  (1) 共通仮設費の構成及び算定 

ア 共通仮設費は，運搬費，準備費，事業損失防止施設費，安全費，役務費，技術管理費，営繕費よ

り構成される。

イ 共通仮設費は所定の率計算による額と積み上げ計算による額とを加算して求める。 

  (2) 共通仮設費の率分の計算方法 

ア 共通仮設費の率分は次により求め，千円未満を切り捨てる。（千円止め） 

共通仮設費 ＝ 共通仮設費対象額 ×（共通仮設費率 ＋ 施工地域・工事場所による補正値 ＋ 加算補正） 

イ 共通仮設費率は別記の表による。なお，加算補正は原則として適用しない。

ウ 工種区分は工事名にとらわれることなく，工事内容によって適切に選定する。複数の工種区分を

一括発注する場合は原則として共通仮設費対象額が最も大きい工種区分を適用する。

エ 付属設備や補機のみを対象とした工事の場合は当該付属設備や補機が属する主体設備の工種区分

による。塗装のみの場合は塗装対象設備の工種区分による。

(3) 共通仮設費対象額 

ア 共通仮設費対象額は次による。 

共通仮設費対象額 ＝ 直接工事費 ＋（支給品費(材料相当) ＋ 無償貸付機械等評価額）＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費に含まれる処分費 － 処分費等控除額 

イ 無償機械貸付評価額及び支給品費は直接工事費，事業損失防止施設費に含まれるものを対象とす

る。 

ウ 処分費等控除額は「処分費等の取り扱い」による。 

エ このほかの費目については，土木工事標準積算基準書（機械編）による。 

 (4) 共通仮設費率表 

対象額 300万円以下 300万円を超え5億円以下 
5億円を超えるも

の 

適用区分

工種区分 

下記の率とす

る 

算定式により算出された率とする

ただし，変数値は下記による 下記の率とす

る 
Ａ ｂ 

水門設備（新設，維持修繕）     

小形水門設備（新設，維持修

繕） 

ゴム引布製起伏ゲート設備     

ダム施工機械設備 19.81％ 240.90 -0.1675 8.41％ 

ダム管理設備（流木止設備以

外）

ダム管理設備（流木止設備）     

鋼製付属設備     

揚排水ポンプ設備（新設） 
17.80％ 212.61 -0.1663 7.60％ 

除塵設備 

対象額 300万円以下 300万円を超え1億円以下 
1億円を超えるも

の 

適用区分

工種区分 

下記の率とす

る 

算定式により算出された率とする

ただし，変数値は下記による 下記の率とす

る 
Ａ ｂ 

揚排水ポンプ設備（維持修繕） 25.92％ 8679.61 -0.3898 6.61％ 
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 (5) 施工地域を考慮した共通仮設費率の補正係数

適用条件 補正

係数

適用

優先施工地域区分 工種区分 対 象 

一般交通影響あり

（1） 

全ての工種（※）

2車線以上（片側1車線以上）かつ交通

量が5,000台/日以上の車線において規

制を行う場合。ただし,常時全面通行止

めの場合は対象外とする。 

1.3 1 

一般交通影響あり

（2） 

一般交通影響あり（1）以外の車道にお

いて,規制を伴う場合。（常時通行止め

の場合も含む） 

1.2 2 

市街地（DID補正） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。 1.2 3 

山間僻地及び離島 全ての工種（※）

人事院規則における特地勤務手当てを

支給するために指定した地区,及びこ

れに準ずる地区。 

1.3 4 

補正なし 全ての工種（※） 上記にあてはまらない場合。 1.0 5 

※ コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない。 

注意1 市街地とは施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。なお，DID地区とは，総務省

統計局国政調査による地域別人口密度が4,000人/km２以上でその全体が5,000人以上となっている地域をい

う。 

注意2 適用条件の複数に該当する場合は,適用優先順に従い決定するものとする。 

対象額 300万円以下 300万円を超え2億円以下 
2億円を超えるも

の 

適用区分

工種区分 

下記の率とす

る 

算定式により算出された率とする

ただし，変数値は下記による 下記の率とす

る 
Ａ ｂ 

トンネル換気設備     

トンネル非常用施設     

消融雪設備 
24.01％ 762.79 -0.2319 9.07％ 

道路排水設備・共同溝付帯設備 

車両重量計設備，車両計測設備     

駐車場設備，道路用昇降設備     

注意1 算定式は次のとおりとする。Ｋr＝Ａ×Ｐｂ（Ｋrは共通仮設費率[％]，Ｐは対象額，Ａ，ｂは表の変数値） 

注意2 共通仮設費率(Ｋr)[％]は，小数点以下第3位を四捨五入し，2位止めとする。 

注意3 「新設」はポンプ所や浄水場，発電所など，施設そのものを新規に建設する工事に，「維持修繕」は既存の

施設における取替，修理，増設，撤去など，「新設」以外の工事に適用する。 

注意4 主たるものが配管関係のときは「揚排水ポンプ設備」，排水設備のときは「道路排水設備」，重量物機器の

ときは「ダム施工機械設備」をそれぞれ適用する。機器等据付工についてはその対象設備による。 

注意5 「鋼製付属設備」は鋼製付属設備単独工事のときに適用する。 

(5) 施工地域・工事場所を考慮した共通仮設費率の補正値

施工地域・工事場所区分 補正値 

市街地 ＋2.0％ 

山間僻地及び離島 ＋1.0％ 

地方部 
施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 ＋1.5％ 

施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 0.0％ 

注意1 施工地域の区分は次のとおり。

(1) 市街地とは施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。なお，DID地区とは，総務省

統計局国政調査による地域別人口密度が4,000人/km２以上でその全体が5,000人以上となっている地域をい

う。 

  (2) 山間僻地及び離島とは施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区，及び，

これに準ずる地域をいう。 

  (3) 地方部とは施工地域が上記以外の地区をいう。 

注意2 施工場所の区分のうち，一般交通等の影響を受ける場合とは，以下のとおりとする。 

① 施工場所において，一般交通の影響を受ける場合 

② 施工場所において，地下埋設物件の影響を受ける場合 

③ 施工場所において，50ｍ以内に人家等が連なっている場合 

注意3 施工地域区分が2つ以上となる場合には，補正値の大きいほうを適用する。 
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 (6) 共通仮設費の積み上げによる計算方法 

現場条件等を的確に把握することにより必要額を適正に積み上げるものとし，その算定は土木工事

標準積算基準書（機械編）による。 

 (7) その他 

ア 設計変更時における現場管理費率の補正については，工事区間の延長,工期の延長短縮等により当初計上し

た補正値に増減が生じた場合，あるいは当初計上していなかったが，上記条件の変更により補正出来ること

となった場合は設計変更の対象として処理するものとする。 

イ 本書のほかは土木工事標準積算基準書（機械編）による。 

 (6) 共通仮設費の積み上げによる計算方法 

現場条件等を的確に把握することにより必要額を適正に積み上げるものとし，その算定は土木工事

標準積算基準書（機械編）による。 

（新規） 

1-4-2-2 現場管理費 
  (1) 現場管理費の内容及び算定 

ア 現場管理費の内容は土木工事標準積算基準書（機械編）による。

イ 現場管理費は，所定の率計算により求める。 

  (2) 現場管理費の計算方法 

ア 現場管理費は次により求め，千円未満を切り捨てる。（千円止め） 

現場管理費 ＝ 現場管理費対象額 ×（現場管理費率 ×施工地域を考慮した補正係数＋ 加算補

正） 

なお，補正係数を乗じる場合は，現場管理費率の端数処理後に係数を乗じ，小数点以下第3位を四

捨五入して2位止めとする。 

イ 現場管理費率は別記の表より求める。なお，加算補正は原則として適用しない。

ウ 原則として共通仮設費（率分）と同じ工種区分を適用する。 

(3) 現場管理費対象額 

ア 現場管理費対象額は次による。 

現場管理費対象額 ＝ 純工事費 ＋ (支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額) － 処分費等控除額 

イ 無償機械貸付評価額及び支給品費は直接工事費，事業損失防止施設費に含まれるものを対象とす

る。 

ウ 処分費等控除額は「処分費等の取り扱い」による。 

エ このほかの費目については，土木工事標準積算基準書（機械編）による。 

1-4-2-2 現場管理費 
  (1) 現場管理費の内容及び算定 

ア 現場管理費の内容は土木工事標準積算基準書（機械編）による。

イ 現場管理費は，所定の率計算により求める。 

  (2) 現場管理費の計算方法 

ア 現場管理費は次により求め，千円未満を切り捨てる。（千円止め） 

現場管理費 ＝ 現場管理費対象額 ×（現場管理費率 ＋ 施工地域・工事場所による補正値 ＋ 加算補正） 

イ 現場管理費率は別記の表より求める。なお，加算補正は原則として適用しない。 

ウ 原則として共通仮設費（率分）と同じ工種区分を適用する。 

(3) 現場管理費対象額 

ア 現場管理費対象額は次による。 

現場管理費対象額 ＝ 純工事費 ＋ (支給品費 ＋ 無償貸付機械等評価額) － 処分費等控除額 

イ 無償機械貸付評価額及び支給品費は直接工事費，事業損失防止施設費に含まれるものを対象とす

る。 

ウ 処分費等控除額は「処分費等の取り扱い」による。 

エ このほかの費目については，土木工事標準積算基準書（機械編）による。 
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 (4) 現場管理費率表 

 現行と同じ 

 (4) 現場管理費率表 

対象額 300万円以下 300万円を超え5億円以下 
5億円を超えるも

の 

適用区分

工種区分 

下記の率とす

る 

算定式により算出された率とす

る 

ただし，変数値は下記による
下記の率とす

る 

Ａ ｂ 

水門設備（新設，維持修繕）     

小形水門設備（新設，維持修

繕） 

ゴム引布製起伏ゲート設備     

ダム施工機械設備 21.30％ 47.16 -0.0533 16.22％ 

ダム管理設備（流木止設備以

外）

ダム管理設備（流木止設備）     

鋼製付属設備     

揚排水ポンプ設備（新設，維持修

繕） 23.83％ 105.57 -0.0998 14.30％ 

除塵設備 

対象額 300万円以下 300万円を超え2億円以下 
2億円を超えるも

の 

適用区分 

工種区分 

下記の率とす

る 

算定式により算出された率とす

る 

ただし，変数値は下記による
下記の率とす

る 

Ａ ｂ 

トンネル換気設備     

トンネル非常用施設     

消融雪設備 
21.78％ 59.51 -0.0674 16.41％ 

道路排水設備・共同溝付帯設備 

車両重量計設備，車両計測設備     

駐車場設備，道路用昇降設備     

注意1 算定式は次のとおりとする。Ｊo＝Ａ×Ｎpｂ(Ｊoは現場管理費率[％]，Ｎpは対象額，Ａ，ｂは表の変数値) 

注意2 現場管理費率(Ｊo)[％]は，小数点以下第3位を四捨五入し，2位止めとする。 
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(5) 施工地域を考慮した現場管理費率の補正係数

適用条件 補正

係数

適用

優先施工地域区分 工種区分 対 象 

一般交通影響あり

（1） 

全ての工種（※）

2車線以上（片側1車線以上）かつ交通

量が5,000台/日以上の車線において規

制を行う場合。ただし,常時全面通行止

めの場合は対象外とする。 

1.1 1 

一般交通影響あり

（2） 

一般交通影響あり（1）以外の車道にお

いて,規制を伴う場合。（常時通行止め

の場合も含む） 

1.1 2 

市街地（DID補正） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。 1.1 3 

山間僻地及び離島 全ての工種（※）

人事院規則における特地勤務手当てを

支給するために指定した地区,及びこ

れに準ずる地区。 

1.0 4 

補正なし 全ての工種（※） 上記にあてはまらない場合 1.0 5 

※ コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない。  

注意1 市街地とは施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。なお，DID地区とは，総務省

統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km２以上でその全体が5,000人以上となっている地域をい

う。 

注意2 適用条件の複数に該当する場合は，適用優先順によるが，共通仮設費で決定した施工地域区分と同じものを

適用すること。 

 (6) その他 

ア 設計変更時における現場管理費率の補正については，工事区間の延長,工期の延長短縮等により当初計上し

た補正値に増減が生じた場合，あるいは当初計上していなかったが，上記条件の変更により補正出来ること

となった場合は設計変更の対象として処理するものとする。 

イ 本書のほかは土木工事標準積算基準書（機械編）による。 

 (5) 施工地域・工事場所を考慮した現場管理費率の補正値 

施工地域・工事場所区分 補正値 

市街地 ＋1.5％ 

山間僻地及び離島 ＋0.5％ 

地方部 
施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 ＋1.0％ 

施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 0.0％ 

注意1 施工地域の区分及び施工場所の区分は「施工地域・工事場所を考慮した共通仮設費率の補正値」による。 

注意2 施工地域区分が2つ以上となる場合には，補正値の大きいほうを適用する。 

（新規） 
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第2章 標準歩掛 

第3節 機械設備関係 

2-3-1 河川用水門据付工 

 2-3-1-5 各部取替工数 

(1) 施工単価表                               単位：門または台 

名称 形状寸法 数量 単位 摘要 

機械設備据付工   人 (2)参照 

電工   人 (2)参照 

据付補助材料費  1 式 (注意2) 

計     

注意1 据付材料費及び機械経費は別途積み上げる。 

注意2 据付補助材料費は据付労務費に据付補助材料費率を乗じて求めるものとし，据付補助材料費率は，水門の形

式に関わらず本体据付における小形水門の率を適用する。（本工数をダム用水門に適用する場合も同様とす

る。） 

(2) ～ （6） 略 

 2-3-1-6 扉体取外し工数 

(1) 施工単価表                                   単位：門

名称 形状寸法 数量 単位 摘要 

機械設備据付工   人 (2)参照 

普通作業員   人 (2)参照 

据付補助材料費  1 式 (注意2) 

計     

注意1 据付材料費及び機械経費は別途積み上げる。 

注意2 据付補助材料費は据付労務費に据付補助材料費率を乗じて求めるものとし，据付補助材料費率は,小形水門

は1.5％，中・大形水門は4％とする。 

注意3 本工数は，扉体のみの取外し（再使用する撤去，再使用しない撤去）に適用するものとし，扉体以外のもの

を含めて取り外す場合は，本工数によらず，「本体据付」の標準据付工数の補正による。 

(2) ～ （3） 略 

第2章 標準歩掛 

第3節 機械設備関係 

2-3-1 河川用水門据付工 

 2-3-1-5 各部取替工数 

(1) 施工単価表                               単位：門または台 

名称 形状寸法 数量 単位 摘要 

機械設備据付工   人 (2)参照 

電工   人 (2)参照 

据付補助材料費  1 式 (注意2) 

計     

注意1 据付材料費及び機械経費は別途積み上げる。 

注意2 据付補助材料費は据付労務費に据付補助材料費率を乗じて求めるものとし，据付補助材料費率は，水門の形

式に関わらず本体据付における小形水門（二次側電気配線の施工が必要ないもの）の率を適用する。（本工

数をダム用水門に適用する場合も同様とする。） 

(2) ～ （6） 略 

 2-3-1-6 扉体取外し工数 

(1) 施工単価表                                   単位：門

名称 形状寸法 数量 単位 摘要 

機械設備据付工   人 (2)参照 

普通作業員   人 (2)参照 

据付補助材料費  1 式 (注意2) 

計     

注意1 据付材料費及び機械経費は別途積み上げる。 

注意2 据付補助材料費は据付労務費に据付補助材料費率を乗じて求めるものとし，据付補助材料費率は,小形水門

は3％，中・大形水門は4％とする。（小形水門は二次側電気配線の施工が必要ない場合として扱う。）

注意3 本工数は，扉体のみの取外し（再使用する撤去，再使用しない撤去）に適用するものとし，扉体以外のもの

を含めて取り外す場合は，本工数によらず，「本体据付」の標準据付工数の補正による。 

(2) ～ （3） 略 



備考 改正（平成 29 年 7 月） 現行（平成 28 年 7 月版） 

第4節 鋼製付属設備関係 

2-4-1 一般事項 

 2-4-1-1 一般事項 

(1) 適用範囲 

本製作工及び据付工は，水門設備，揚排水ポンプ設備，除塵設備等の機械設備及び電気通信設備の運

転操作，保守，安全管理のために主体となる設備とは独立して設置する小規模かつ簡単な鋼構造物の製

作工数及び据付工数に適用する。適用にあたっては，(2)の設備区分ごとに積算する。 

(2) 設備区分及び構成 

区分 内容 摘要 

Ａ 
設備の操作管理のために設置されている小

規模な鋼製橋梁及び歩廊 
操作用管理橋（人道用），歩廊，点検歩廊 

Ｂ 
形鋼，縞鋼板等を主材とした構造で溶接及び

加工の程度が比較的高いもの 
階段，螺旋階段等に類するもの 

Ｃ 
鋼管，平鋼，棒鋼等を主材とした構造で溶接

及び加工の程度が比較的高いもの 
防護柵，梯子，タラップ等に類するもの 

Ｄ 
形鋼・縞鋼板，棒鋼等を主材とした構造で比

較的単純な構造のもの 
ピット蓋，受台，組立架台 

Ｅ 
平鋼，鋼板等を主材とした構造で溶接が少な

く組立点数が多いもの 
スクリーン 

注意1 鋼製付属設備にリーン二相鋼（SUS821L1，SUS323L）またはスーパー二相鋼（SUS327L1）等の新材料を使用

した設備には適用できないので，別途積上げるものとする。 

第5節 塗装関係 

2-5-2 現場塗装工 

2-5-2-4 素地調整研削材料処分

現場での素地調整に使用した研削材料はその使用量に処分率（80％）を乗じたもの（処分対象重量）を

産業廃棄物として処分する。（処分率は現場作業における研削材料の飛散等を除いたものである） 

処分する研削材料の集積に要する費用は素地調整の工数に含まれるものとする。なお，処分対象重量に

対する運搬費は別途計上する。 

第4節 鋼製付属設備関係 

2-4-1 一般事項 

 2-4-1-1 一般事項 

(1) 適用範囲 

本製作工及び据付工は，水門設備，揚排水ポンプ設備，除塵設備等の機械設備及び電気通信設備の運

転操作，保守，安全管理のために主体となる設備とは独立して設置する小規模かつ簡単な鋼構造物の製

作工数及び据付工数に適用する。適用にあたっては，(2)の設備区分ごとに積算する。 

(2) 設備区分及び構成 

区分 内容 摘要 

Ａ 
設備の操作管理のために設置されている小

規模な鋼製橋梁及び歩廊 
操作用管理橋（人道用），歩廊，点検歩廊 

Ｂ 
形鋼，縞鋼板等を主材とした構造で溶接及び

加工の程度が比較的高いもの 
階段，螺旋階段等に類するもの 

Ｃ 
鋼管，平鋼，棒鋼等を主材とした構造で溶接

及び加工の程度が比較的高いもの 
防護柵，梯子，タラップ等に類するもの 

Ｄ 
形鋼・縞鋼板，棒鋼等を主材とした構造で比

較的単純な構造のもの 
ピット蓋，受台，組立架台 

Ｅ 
平鋼，鋼板等を主材とした構造で溶接が少な

く組立点数が多いもの 
スクリーン 

第5節 塗装関係 

2-5-2 現場塗装工 

2-5-2-4 素地調整研磨材料処分

現場での素地調整に使用した研削材料はその使用量に処分率（80％）を乗じたもの（処分対象重量）を

産業廃棄物として処分する。（処分率は現場作業における研削材料の飛散等を除いたものである） 

処分する研削材料の集積に要する費用は素地調整の工数に含まれるものとする。なお，処分対象重量に

対する運搬費は別途計上する。 



備考 改正（平成 29 年 7 月） 現行（平成 28 年 7 月版） 

第Ⅳ編 点検・整備 

第1章 点検整備費の積算 

第3節 点検整備原価 

 1-3-1-2 直接経費 

  (1) 直接経費 

ア 直接経費は，点検・整備を実施するために必要な水道光熱電力料，機械経費，特別経費，輸送費

及び交通管理等に要する費用とする。 

(ｱ) 水道光熱電力料は点検・整備を実施するために必要な電力料等とする。 

(ｲ) 機械経費は設備の点検・整備を実施するために必要とする機械器具の経費で，機械損料，機械

経費，仮設材の損料の合計額とする。 

(ｳ) 特別経費は点検・整備に関わる材料分析等に必要とする特別費用とする。 

(ｴ) 輸送費は材料，支給品，撤去品（処分，倉入れ，移設）等（以下，「運搬物」という。）の製

作工場等と工事現場の間の運搬，現場内の運搬（以下，現場内の運搬を「現場内小運搬」と称す

る。），積込み及び取卸しに必要な費用とする。 

(ｵ) 交通管理費は，設備の点検・整備を実施するために必要とする交通管理等に要する費用とす

る。 

イ 直接経費は，直接経費率によるもの（率分）および積み上げ分とする。 

 (2) 直接経費（率分） 

ア 直接経費率による直接経費は基地または宿泊地から現場間の移動等に要する連絡車等の費用及び

点検整備に必要な各種計測機器（積み上げによるものを除く）とする。 

イ 直接経費（率分）の積算は「点検整備工費×直接経費率」とする。 

ウ 直接経費率は別記による。 

(3) 直接経費（積み上げ分） 

ア 直接経費（積み上げ分）は高所作業車，発動発電機（排出ガス対策型），洗浄機等の損料，仮設

材（足場等）の損料，その他の機械器具，水道光熱電力料，特別経費，輸送費及び交通誘導警備員

及び機械の誘導員等の交通管理に要する費用とする。 

イ 輸送費以外の直接経費（積み上げ分）は，個々の費目別に第Ⅰ編の「設計単価の決定」や標準料

金等の資料により算定する。なお，機械経費については「損料表」によるものとし，点検・整備に

必要な機械器具で「損料表」に掲載のないものは，基礎価格（税抜き）10万円以上のものを対象と

して計上する。ただし，試験測定機器の損料については，原則として計上しない。 

ウ 輸送費の対象及び算定方法等は第Ⅱ編の「輸送費」による。 

(4) 略 

第Ⅳ編 点検・整備 

第1章 点検整備費の積算 

第3節 点検整備原価 

 1-3-1-2 直接経費 

  (1) 直接経費 

ア 直接経費は，点検・整備を実施するために必要な水道光熱電力料，機械経費，特別経費，輸送費

及び交通管理等に要する費用とする。 

(ｱ) 水道光熱電力料は点検・整備を実施するために必要な電力料等とする。 

(ｲ) 機械経費は設備の点検・整備を実施するために必要とする機械器具の経費で，機械損料，機械

経費，仮設材の損料の合計額とする。 

(ｳ) 特別経費は点検・整備に関わる材料分析等に必要とする特別費用とする。 

(ｴ) 輸送費は材料，支給品，撤去品（処分，倉入れ，移設）等（以下，「運搬物」という。）の製

作工場等と工事現場の間の運搬，現場内の運搬（以下，現場内の運搬を「現場内小運搬」と称す

る。），積込み及び取卸しに必要な費用とする。 

(ｵ) 交通管理費は，設備の点検・整備を実施するために必要とする交通管理等に要する費用とす

る。 

イ 直接経費は，直接経費率によるもの（率分）および積み上げ分とする。 

 (2) 直接経費（率分） 

ア 直接経費率による直接経費は基地または宿泊地から現場間の移動等に要する連絡車等の費用，及

び点検整備に必要な各種計測機器（積み上げによるものを除く）とする。 

イ 直接経費（率分）の積算は「点検整備工費×直接経費率」とする。 

ウ 直接経費率は別記による。 

(3) 直接経費（積み上げ分） 

ア 直接経費（積み上げ分）は高所作業車，発動発電機（排出ガス対策型），洗浄機等の損料，仮設

材（足場等）の損料，その他の機械器具（試験測定器具を含む），水道光熱電力料，特別経費，輸

送費及び交通誘導警備員及び機械の誘導員等の交通管理に要する費用とする。 

イ 輸送費以外の直接経費（積み上げ分）は，個々の費目別に第Ⅰ編の「設計単価の決定」や標準料

金等の資料により算定する。なお，機械経費については「損料表」によるものとし，点検・整備に

必要な機械器具で「損料表」に掲載のないものは，基礎価格（税抜き）10万円以上のものを対象と

して計上する。ただし，試験測定器具の場合は試験に必要な労務費（直接労務費）が計上され，か

つ，仕様書等に当該機器の使用が明記されている場合に限る。 

ウ 輸送費の対象及び算定方法等は第Ⅱ編の「輸送費」による。 

(4) 略 


